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次
の
人
権
擁
護
委
員
の
方
が
い
ま
す
。

　
秘
密
の
取
扱
い
と
な
り
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
開
設
日
時

　
６
月
２
日
(月)

　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

○
場
所
　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

○
人
権
擁
護
委
員

・
篠
﨑
　
勝
　
氏

・
森
田
　
肇
　
氏

○
お
問
い
合
わ
せ

　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　

（84）
３
５
９
５

 

（
総
務
課
）

　
隣
保
事
業
（
生
活
相
談
員
）
に
よ

る
生
活
相
談
（
人
権
・
福
祉
・
教
育

・
就
業
等
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

個
人
の
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
相
談
場
所

◆
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

◆
堀
之
内
集
会
所

※ 

各
相
談
所
の
相
談
日
時
等
に
つ
い

て
は
、
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　

（84）
３
５
９
５

 

（
産
業
課
）

　
専
門
の
相
談
員
が
町
民
の
み
な
さ

ん
の
消
費
生
活
に
関
す
る
問
題
や
ト

ラ
ブ
ル
な
ど
の
相
談
に
応
じ
、
解
決

に
向
け
た
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。
相

談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

○
主
な
相
談
事
例

・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
ト
ラ
ブ
ル

・
多
重
債
務
問
題

・
ネ
ッ
ト
ト
ラ
ブ
ル

・
そ
の
他
消
費
ト
ラ
ブ
ル

○
日
時
　
５
月
14
日
(水)

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時
30
分

（ 

た
だ
し
、
正
午
〜
午
後
１
時
を
除

く
。）

○
場
所
　
ひ
ば
り
の
里

○
お
問
い
合
わ
せ

　
産
業
課
　
地
域
振
興
Ｇ

　

（84）
２
５
８
２
（
直
通
）

 

（
健
康
福
祉
課
）

　
離
乳
食
に
関
す
る
疑
問
や
不
安
を

解
消
し
ま
せ
ん
か
？

○
日
時

　
５
月
20
日
(火)

　
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

（
午
前
９
時
45
分
受
付
）

○
場
所

　
保
健
セ
ン
タ
ー

○
対
象
者

　
４
〜
６
ヵ
月
児
と
そ
の
保
護
者

（
町
内
在
住
の
方
）

 

（
健
康
福
祉
課
）

　
町
で
は
、
第
６
期
介
護
保
険
事
業

計
画
（
平
成
27
年
〜
29
年
）
を
策
定

す
る
に
あ
た
り
、
日
常
生
活
圏
域
ニ

ー
ズ
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

　
こ
の
調
査
は
、
地
域
が
抱
え
る
課

題
や
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把

握
し
、
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
基
盤

の
種
類
や
量
な
ど
を
分
析
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
最
適
な
介
護
保
険
事
業
を

策
定
す
る
事
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
高
齢
者
の
方
々

に
必
要
な
支
援
や
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り

方
を
検
討
す
る
た
め
、
調
査
の
主
旨

を
ご
理
解
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ご
協

力
下
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
収
集
し
た
個
人
情
報
は
、

五
霞
町
個
人
情
報
保
護
条
例
に
基
づ

く
適
正
な
取
り
扱
い
を
行
い
ま
す
。

○
対
象
年
齢
お
よ
び
人
数

・
65
歳
以
上
の
高
齢
者

（
要
支
援
１
〜
２
・

　
要
介
護
１
〜
２
を
含
む
）

・
５
０
０
名
（
無
作
為
の
抽
出
）

○
調
査
期
間

　
５
月
下
旬
ま
で
に
同
封
の
返
信
用

封
筒
に
入
れ
て
お
送
り
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
高
齢
者
支
援
Ｇ

　

（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

 

（
総
務
課
）

　
昭
和
24
年
６
月
１
日
に
人
権
擁
護

委
員
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
法
務
省
と
全
国
人
権
擁

護
委
員
連
合
会
は
、
毎
年
６
月
１
日

を
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
と
定
め
、

人
権
擁
護
委
員
制
度
の
周
知
と
人
権

尊
重
思
想
の
普
及
高
揚
を
呼
び
か
け

て
い
ま
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
住
民
の

人
権
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
常
に

注
意
を
払
い
、
も
し
、
人
権
が
侵
害

さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
相
談
を
受
け
、

被
害
救
済
の
た
め
に
速
や
か
に
適
切

な
処
理
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
人
権

の
大
切
さ
に
つ
い
て
、
街
頭
啓
発
や

講
演
会
な
ど
を
通
じ
て
、
理
解
を
深

め
て
も
ら
う
た
め
の
活
動
に
も
努
め

て
い
ま
す
。

　
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
で
は
、

６
月
に
「
全
国
一
斉
特
設
相
談
」
を

開
催
し
、
全
国
的
に
人
権
擁
護
委
員

の
周
知
を
図
り
ま
す
。
茨
城
県
人
権

擁
護
委
員
連
合
会
で
も
「
人
権
擁
護

委
員
の
日
」
に
ち
な
み
ま
し
て
、
次

の
と
お
り
、
特
設
相
談
を
実
施
す
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。
地
元
の
人
権
擁

護
委
員
が
、
人
権
問
題
等
で
お
困
り

の
方
の
ご
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

　
な
お
、
五
霞
町
に
は
町
長
か
ら
推

薦
さ
れ
て
、
法
務
大
臣
が
委
嘱
し
た

　役場の代表電話は（84）1111です　

人
権
擁
護
委
員
に
よ
る

「
全
国
一
斉
特
設
相
談
」を

実
施
し
ま
す

日
常
生
活
圏
域

高
齢
者
ニ
ー
ズ
調
査
へ
の

ご
協
力
の
お
願
い

生
活
相
談
の
お
知
ら
せ

募
　
集

離
乳
食
教
室
参
加
者
募
集

消
費
生
活
相
談
窓
口
の

お
知
ら
せ

五
霞
町
総
合
計
画
策
定
の
た

め
あ
な
た
の
声
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い

 

（
政
策
財
務
課
）

　
町
で
は
、
「
第
５
次
五
霞
町
総
合

計
画
」
の
後
期
基
本
計
画
を
策
定
す

る
に
あ
た
り
、
そ
の
基
礎
資
料
と
す

る
た
め
、
全
世
帯
を
対
象
に
住
民
意

向
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　
総
合
計
画
は
、
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
う
え
で
最
上
位
の
計
画
で
あ
り
、

後
期
基
本
計
画
は
平
成
27
年
度
か
ら

平
成
31
年
度
ま
で
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
策
定
す
る
も
の
で
す
。

　
住
民
意
向
調
査
は
、
ま
ち
づ
く
り

に
関
し
て
み
な
さ
ん
が
感
じ
て
い
る

満
足
度
や
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
る
う
え
で
重
視
し
て
ほ
し
い
取
り

組
み
な
ど
に
つ
い
て
、
選
択
方
式
で

回
答
し
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。
ア

ン
ケ
ー
ト
が
お
手
元
に
届
き
ま
し
た

ら
、
ご
記
入
い
た
だ
き
、
同
封
の
返

信
用
封
筒
に
入
れ
５
月
16
日
(金)
ま
で

に
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

　
五
霞
町
の
よ
り
よ
い
ま
ち
づ
く
り

の
た
め
、
住
民
意
向
調
査
に
ご
協
力

お
願
い
し
ま
す
。

○
対
象

　
町
内
全
世
帯

※ 

ア
ン
ケ
ー
ト
の
記
入
に
つ
い
て
は
、

世
帯
主
以
外
の
方
で
も
結
構
で
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
政
策
財
務
課
　
政
策
Ｇ

　

（84）
１
１
１
１
（
内
線
２
２
３
）


